
（別紙10－1）

政策評価調書（政策体系図）

所管名：内閣府 組織：消費者庁

＜記入例１＞ ＜記入例２＞ （注５）

政策評価
調書番号

政策評価
調書番号

上位レベル （注１，２） 上位レベル

中位レベル （注１，２） 中位レベル

下位レベル （注１，２） 下位レベル

Ⅰ．消費者政策 Ⅰ．消費者政策

１．消費者政策の推進 １．消費者政策の推進 1 -

（１）消費者政策の企画・立案・推進
及び調整

（１）消費者政策の企画・立案・推進及
び調整

1-① -

（２）消費生活に関する制度の企画・
立案・推進

（２）消費生活に関する制度の企画・
立案・推進

1-② - （注６）

（３）消費者に対する教育・普及啓発
の企画・立案・推進

（３）消費者に対する教育・普及啓発
の企画・立案・推進

1-③ -

（４）地方消費者行政の推進 （４）地方消費者行政の推進 1-④ -

（５）物価対策の推進
（５）消費者の安全確保のための施策
の推進

1-⑤ -

（６）消費者政策の推進に関する調
査・分析

（６）消費者取引対策の推進 1-⑥ -

（７）消費者の安全確保のための施
策の推進

（７）消費者表示対策の推進 1-⑦ -

（８）消費者取引対策の推進 （８）食品表示の企画・立案・推進 1-⑧ -

（９）消費者表示対策の推進 （９）物価対策の推進 1-⑨ -

（１０）食品表示の企画・立案・推進
（１０）消費者政策の推進に関する調
査・分析

1-⑩ -

注）１． 政策評価において使用している政策レベルの名称を記入すること。

２．

３．

４．

５．

６． 政策ごとの予算がないものについては、政策評価調書番号欄に「-」を記入する。

元年度成立予算における政策体系図
【基本（実施）計画（平成30年3月策定）】（注３）

２年度概算要求における政策体系図
【基本（実施）計画（令和3年3月策定（予定））】（注

４）

予算書における項・事項と一致する政策レベルは必ず記入すること。

元年度政策体系図を記入すること。また、その根拠（政策評価基本計画、実施計画等）及びその策定年月
を記入すること。

２年度において実施することが予定されている政策体系図を記入すること。また、その根拠（政策評価基
本計画、実施計画等、予定を含む）及びその策定年月を記入すること。なお、２年度の新規の政策及び前
年度政策体系図における政策の名称から変更があるものについては、下線を付すこと。

予算書における項･事項と一致する政策レベル以外でも評価を実施している場合は、個別票を別途作成
することとし、政策評価調書番号は記入例２のとおり付番すること。






























